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１ 策定に当たって 

「登米市の教育等の振興に関する施策の大綱」（以下「大綱」という。）は、教育の政

治的中立、継続性・安定性を確保しつつ、教育行政における責任の明確化、迅速な危機

管理体制の構築、市長と教育委員会との連携強化、そして、より民意を反映した教育行

政の推進を目的としています。 

本市では、教育の基本的な理念と、教育・学術及び文化の振興に関する施策の取組方

針を定めるため、令和４年１月に策定した第２期の大綱が、令和８年３月に終期を迎え

ることから、新たに第３期の大綱を策定し、少子高齢化やめまぐるしく変化する社会の

中でも、多様な個人それぞれが生きがいを感じるとともに、学校教育をはじめ、家庭教

育、社会教育、文化芸術活動、スポーツ活動を通じて、すべての人の人権が保障され、

誰一人として取り残されることのない持続可能な明るく住みよい地域社会を形成し、幸

せや豊かさを感じられるよう取り組むものです。 

 

２ 趣旨・位置付け 

 大綱は、本市の教育行政を推進するための基本方針として、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第１条の３第１項の規定により定めるもので、各種計画や施策と

の整合性を図るものです。 

また、「第三次登米市総合計画」における基本理念の達成に向け、本市の教育が目指す

姿や、今後推進すべき目標と基本方向を明らかにするもので、教育基本法に基づき教育

委員会が策定する「登米市教育振興基本計画」と連動するものです。 

なお、「登米市教育振興基本計画」に基づき推進する事業の方針「登米市教育基本方針・

アクションプラン」を毎年度作成します。 

  

３ 対象とする期間 

第三次登米市総合計画の計画期間が令和８年度から令和 17 年度までの 10 年間とし

ていますが、策定後５年をめどに見直しができるものとしていることから、第３期の

大綱が対象とする期間は、令和８年度から令和 12 年度までの５年間とします。 

なお、教育を取り巻く環境の変化や施策の進捗状況を踏まえて、必要に応じ、大綱

の内容を見直すこととします。 
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４ 目指す姿 

人が幼児期から自ら学ぶことを楽しみ、生涯にわたって学び続けるためには、大人た

ちの励ましや支え、豊かな体験や出会いが必要です。こうした体験などを通して、人は

自らが果たすべき役割に「気づき」「考え」「行動する」ことができるようになり、さら

には将来を見据え、自らの夢や志の実現に向け、努力し続ける力を身に付けることがで

きます。 

このような育みは、学校・家庭ばかりではなく、社会全体の責務として、学校・家庭・

地域が強い絆のもと、一体となって取り組むことが必要です。また、地域課題に向き合

い、学びながら地域住民が歩み続けていくため、地域の様々なリーダーの育成を図り、

地区コミュニティ組織との連携による教育環境の整備を進めていかなければなりませ

ん。 

めまぐるしく変化する社会にあって、人々が自立した一人の人間として生きていくた

めには、「確かな学力」、「豊かな人間性」、「健康と体力」の３つの要素からなる「生きる

力」を確実に身に付けていかなければなりません。同時に、社会の一員として、ふるさ

と登米が培ってきた歴史や文化を土台に、よりよい社会を創造する、心豊かで主体的に

生きる人間を育むことが求められています。 

こうしたことから、登米市が「目指す姿」を次のように定めるとともに、「基本目標」

「施策の基本方向」を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ふるさと「登米」を愛し、誇りを持ち、未来に向かって道を切り拓く、

心身ともに元気で持続可能な社会の担い手となる「登米人」が育っていま

す。 

 そして、自立・協働・創造する人づくりを基にした教育が展開され、  

人々の強い絆のもとに、一人一人が幸福感や生きがいを持ち、生涯にわた

って学び続け、文化や伝統を守り、育む地域社会が形成されています。  

目指す姿 
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５ 基本目標 

 

 

 

 
 

〇 社会の中で自らが果たすべき役割を認識し、その実現のために自己理解の上

に立ち、主体的に行動できる人づくりを進めます。 

〇 めまぐるしく変化する社会の中にあって、たくましく社会を生き抜くために

必要な知識・技能を身に付けさせます。 

 

 

 

 

 

〇 学校・家庭・地域それぞれの教育力を向上させ、相互に連携しながら人づくり

を進める仕組みをつくります。 

〇 地域の豊かな教育資源を有効に活用し、社会全体で子供を守り育てる環境を

つくっていきます。 

 

 

 

 

 
 

〇 ふるさとを守り、育ててきた先人の思いを大切にし、これまで積み重ねてき

た文化や規範を尊重する人づくりを進めます。 

〇 思いやりや助け合いの心を育み、他者と適切な関係を築きながら、幸せや豊

かさを感じられる地域社会をつくります。 
 

６ 施策の基本方向 

 

 

 

 

 

 

 

私たちが生まれ育つ「登米」の素晴らしさを認識し、歴史が培ってきた文化や

規範を尊重するとともに、思いやりの心にあふれた人と人とのつながりの深い地

域社会をつくる 

 

基本方向① 豊かな人間性や社会性と健やかな体の育成 

基本方向② 学ぶ力・自立する力の育成 

基本方向③ 多様なニーズに対応し、誰ひとり取り残さない教育の推進 

基本方向④ 信頼され魅力ある教育環境づくり 

基本方向⑤ 学校・家庭・地域が連携・協働して子供を育てる環境づくり 

基本方向⑥ 心豊かな生活に向けた生涯学習の充実 

基本方向⑦ 地域の活力を醸成するスポーツ活動の推進 

基本方向⑧ 文化財保護と文化・芸術活動の充実 

目標 ３ 

自らの夢の実現に向けて、自ら「気づき」「考え」「行動」できる、たくましい

人間を育む 

目標 １ 

学校・家庭・地域の教育力の向上と連携の強化や協働の推進を図り、社会全体

で子供を守り育て、生涯を通じて学び続けることができる環境をつくる 

目標 ２ 


